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令和元年小樽市議会第３回定例会 

市 長 提 案 説 明 

 

提案理由を説明させていただく前に、一言、御挨拶申し上げます。 

昨年、８月２６日施行の市長選挙で当選し、市長に就任をさせていただいてか

ら、１年が経過いたしました。 

この間、日々、職員とともに課題の解決に当たってまいりましたが、人口問題

など、解決しなければならない課題は山積していると実感しております。 

本市の抱える課題を解決するためには、オール小樽で臨む必要があり、また、

この１年間、まちづくりに対する市民の皆様の熱い思いや意欲を感じているとこ

ろでもあり、市長として、そのためのリーダーシップをしっかりと発揮すること

が私の役割だと感じているところでもあります。 

二元代表制の下で、市議会には真摯に、そして誠実に向き合ってまいりたいと

考えており、引き続き、市政進展のため、御理解、御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

それでは、ただ今上程されました各案件について、提案理由の概要を説明申し

上げます。 

初めに、議案第１号から議案第６号までの令和元年度各会計補正予算について

説明申し上げます。 

まず、議案第１号、一般会計補正予算の主なものといたしましては、平成３０

年度に超過交付となった国庫支出金等の返還金や、１０月から開始される「幼児

教育・保育の無償化」を実施するため、所要の補正を計上したほか、本年５月の

「炭鉄港」の日本遺産認定に伴い、協議会構成自治体と共に情報発信や環境整備

などを進めるための「炭鉄港推進協議会負担金」、昨年度に引き続き、地球温暖

化防止のため、二酸化炭素の排出抑制に向けた普及啓発事業を実施する「クー

ル・チョイス推進事業費」を計上するとともに、地域公共交通網形成計画に基づ

き、市内の外国人観光客のバス利用促進を図ることを目的として、英語と中国語
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に対応した公共交通マップを作成するため「地域公共交通活性化事業費」を増額

いたしました。 

また、除雪費につきましては、第１回定例会において、貸出ダンプ経費につい

て、制度の見直しを含めた検討が必要であったため、当初予算計上を見送ってお

りましたが、利用者の皆様へのアンケート調査の結果や課題等を踏まえ、転回場

の利用箇所数などを見直した上で「除排雪車両借上料」を計上したほか、銭函地

区の雪堆積場変更による排雪運搬距離の増加などに伴い、「除排雪業務委託料」

を増額いたしました。 

そのほか、平成３０年度一般会計の決算剰余金の２分の１を「財政調整基金」

へ積み立てるとともに、将来の市庁舎建て替えに備えて「庁舎建設資金基金」を

積み立てるほか、今年度より市町村に配分される「森林環境譲与税」につきまし

て、新設する基金に積み立てることとし、所要の補正を計上いたしました。 

これらに対する財源といたしましては、平成３０年度決算剰余額を繰越金とし

て計上したほか、地方特例交付金、負担金、使用料、国・道支出金、寄附金、繰

入金、諸収入を計上しました。 

以上の結果、一般会計における補正額は、歳入歳出ともに８億３，７２５万６，

０００円の増となり、財政規模は５９２億５，１２９万７，０００円となりました。 

次に、議案第２号から議案第６号までの特別会計の補正予算について説明申し

上げます。 

港湾整備事業につきましては、昨年７月に発生した多目的荷役機械の故障に伴

う損害賠償金を計上したことから、一般会計への繰出金を減額いたしました。 

国民健康保険事業及び住宅事業につきましては、平成３０年度決算剰余金を繰

越金として計上するなど、所要の補正を計上いたしました。 

介護保険事業につきましては、平成３０年度に超過交付となった国庫支出金等

の返還金などを計上いたしました。 

後期高齢者医療事業につきましては、平成３０年度出納整理期間中に収納した

保険料を、北海道後期高齢者医療広域連合へ納付するための所要額を予算措置い

たしました。 
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次に、議案第７号から議案第２０号までの平成３０年度各会計決算認定などに

ついて説明申し上げます。 

一般会計につきましては、歳入総額５４４億３，２６６万９，７２２円に対し、

歳出総額は５４２億７３４万４，７２９円で、歳入から歳出を差し引いた額は２

億２，５３２万４，９９３円となりました。 

この額から翌年度に繰り越した歳出予算に充当すべき財源９５０万１，８４０

円を差し引いた実質収支は２億１，５８２万３，１５３円の黒字となり、これを

翌年度に繰り越すこととし、決算を了したところであります。 

また、この実質収支から、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は４８２

万１，１７０円の赤字、さらに財政調整基金の積立てや取崩しを考慮した実質単

年度収支は、１億９，４１６万９，３４６円の赤字となりました。 

歳入では、固定資産税、都市計画税などの市税収入や地方消費税交付金が当初

予算額を上回り、歳出では、職員給与費、生活保護費、他会計への繰出金などに

おいて不用額が生じたことから、実質収支は黒字となりましたが、単年度収支、

実質単年度収支は３年連続の赤字となったところであり、依然として厳しい財政

状況にあります。 

なお、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく、健全化判断比

率等につきましては、「実質赤字比率」と「連結実質赤字比率」は、平成２９年

度に引き続き比率自体が計上されないこととなりました。また、「実質公債費比

率」は７．９パーセント、「将来負担比率」は４３．１パーセントとなり、いず

れも早期健全化基準を下回るとともに、前年度と比較して、「実質公債費比率」

は同率、「将来負担比率」は５．４ポイント改善しました。 

一方、公営企業会計の「資金不足比率」につきましては、病院事業で、材料費

等の費用が増加したため、０．７パーセントとなりましたが、その他の企業会計

では、前年度と同様に比率自体が計上されないこととなりました。 

次に、平成３０年度に実施した主な施策について、「小樽市総合戦略」の４つ

の施策プロジェクトに沿って説明申し上げます。 

１点目の「あずましい暮らしプロジェクト」の取組では、新たに、ナトリウム
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灯や無電極灯の「既存街路防犯灯」をＬＥＤ灯に改良する場合に９割の助成を

行ったほか、交通に関する取組としまして、ＪＲ南小樽駅のバリアフリー化のた

め、多目的トイレを整備する費用の一部を助成いたしました。 

また、空き家対策につきまして、周辺に被害を与える恐れがあり、危険度・緊

急度が高い空き家に対して除却費用の一部を助成する「特定空家等住宅除却費助

成事業」を開始いたしました。 

２点目の「樽っ子プライド育成プロジェクト」の取組では、子育て世帯の負担

軽減策として、こども医療費助成事業において、平成３０年８月から、課税世帯

の３歳以上小学６年生までの入院の自己負担を軽減するとともに、平成３０年９

月から、第３子以降の保育料の完全無料化を実施いたしました。 

また、スクールカウンセラーの派遣や学校司書の配置拡大、令和２年度より始

まる小学３年生からの英語教育導入を見据えた外部講師の派遣拡大など、教育環

境の向上を図りました。 

そのほか、幸小学校の耐震補強等工事に向けた実施設計や、ガバメントクラウ

ドファンディングによる寄附金を活用し、総合博物館所蔵の蒸気機関車「アイア

ンホース号」のボイラー整備を行いました。 

３点目の「にぎわい再生プロジェクト」の取組では、平成２９年度からの繰越

事業として、外国人などの多様な観光客に対応した多言語表記やユニバーサルデ

ザインを取り入れた歩行者案内標識を整備したほか、映画撮影などの誘致を目指

し、ロケとご当地グルメの祭典「全国ふるさと甲子園」に北海道より初出展いた

しました。 

また、昨年９月に発生した北海道胆振東部地震の影響による観光客の減少に対

応するため、ＳＮＳやインターネットを通じて、本市が観光客の受入れに支障が

ないことを国内外へ情報発信する事業などに支援いたしました。 

そのほか、北前船寄港地として、日本遺産に追加認定されたことに伴う地域活

性化事業の実施や、地域の企業活動の活性化により雇用創出を目指す「地域雇用

創造協議会」の運営を支援いたしました。 

４点目の「あんしん絆再生プロジェクト」の取組では、胃がん検診における内
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視鏡検査や子宮頸がんへの自己検査キットによる検査の導入など、がんの早期発

見に向けた取組を進めました。 

また、消防署銭函支署に配置している普通救急自動車を高規格救急自動車へ更

新配備するとともに、手宮出張所と高島支所を統合した「(仮称)消防署手宮支

署」の建設のため、基本設計を行いました。 

次に、そのほかの主な施策について、説明申し上げます。 

まず、令和２年度の個別施設計画策定に向けて、公共施設の集約化や複合化に

よる再編を示す「公共施設再編計画」の策定に着手いたしました。 

また、色内ふ頭護岸の延命化を図るため、老朽化対策工事に向けた地質調査や

実施設計などを行いました。 

そのほか、港湾整備事業において、平成１５年に設置した多目的荷役機械の延

命化対策のため健全度調査の実施と維持管理計画の作成を行うとともに、老朽化

が著しいひき船の用船契約期間満了により、後継船を導入するため、新造船の建

造工事に着手いたしました。 

次に、予算と決算の対比について、その主なものを説明申し上げます。 

一般会計の歳入につきましては、市税で約２，６２３万円、地方消費税交付金で

約４，００８万円、地方交付税で約１億２，４４５万円の増収となりましたが、国

庫支出金で約３億１，１９１万円、繰入金で約１４億５６７万円、諸収入で約３億

１，２６４万円、市債で４億４，７７４万円の減収となったことから、歳入総額で

は約２２億２，０２１万円の減収となりましたが、このうち約８，７４３万円につ

いては、繰越事業の財源として、令和元年度に歳入が見込まれるものであります。 

歳出につきましては、繰越事業分を除き、約２３億４，８６０万円の不用額を

生じましたが、この主なものといたしましては、民生費で、扶助費や特別会計繰

出金の減などにより約７億８，７２７万円、商工費で、金融機関への預託金の減

などにより約２億８，７０１万円、土木費で、道路橋りょう費の国の交付金事業

や港湾費の国直轄工事費負担金の減などにより約７億３，０２４万円の減となり

ました。 

次に、特別会計のうち主な会計について説明申し上げますと、まず、国民健康
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保険事業につきましては、歳入総額１４４億８，１２８万１，０８１円に対し、

歳出総額１４４億１５２万４，５５９円となり、差引き７，９７５万６，５２２

円の剰余金を生じました。 

住宅事業特別会計につきましては、歳入総額１２億９，５９８万９３６円、歳

出総額１２億８，９１９万６，６１１円となり、差引き６７８万４，３２５円の

剰余金を生じました。 

主な事業といたしましては、市営若竹住宅３号棟の建替工事が昨年１２月で完

了し、本年４月から供用を開始したほか、市営住宅改善事業として、祝津住宅７

号棟・８号棟及び潮見台Ａ住宅の外壁等改修工事を実施いたしました。 

介護保険事業につきましては、歳入総額１５０億６，０７７万２７６円に対し、

歳出総額１４３億７，３１１万３，３６５円となり、差引き６億８，７６５万６，

９１１円の剰余金を生じました。なお、国・道支出金及び支払基金交付金のうち、

超過交付となった３億８，１２１万１，２０３円については、令和元年度に精算

するものであります。 

後期高齢者医療事業につきましては、歳入総額２１億４，２５７万４，１６８

円に対し、歳出総額２０億８，５１２万１，３９８円となり、差引き５，７４５

万２，７７０円の剰余金を生じました。この剰余金は、平成３０年度の出納整理

期間中に収納した保険料であり、令和元年度に北海道後期高齢者医療広域連合へ

納付するものであります。 

次に、企業会計について説明申し上げます。 

病院事業につきましては、予算額に対し、収益的収支では、収入は入院収益及

び外来収益の減などによる医業収益の減により１億７，１９３万９０４円の減収

となり、支出では給与費及び材料費などの減による医業費用の減などで２億３，

３６８万１，３７７円の不用額を生じました。 

資本的収支では、収入は長期貸付金償還金の増などにより４４６万９，０００

円の増収となり、支出では長期貸付金の減などにより、不用額は８５万６，８４

１円となりました。 

なお、当年度純損失５億９，４０６万８，０６２円につきましては、繰越欠損
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金として処理する予定です。 

水道事業につきましては、予算額に対し、収益的収支では、収入は、給水収益

の増などにより９１７万３，０１８円の増収となり、支出では営業費用などで１

億８，９００万８，０９４円の不用額を生じました。 

資本的収支では、収入は企業債借入れの減などにより２億７，２２０万４，０

０４円の減収となり、支出では建設改良費などで２億５，５３８万９４９円の不

用額を生じました。 

なお、当年度未処分利益剰余金９億５，０８４万５，１５２円のうち、４億９，

９６３万５７２円につきましては、自己資本金として処分し、４億５，１２１万

４，５８０円につきましては、減債積立金として処分する予定であります。 

下水道事業につきましては、予算額に対し、収益的収支では、収入は、下水道

使用料は増加したものの、営業外収益などで減少となったことにより、２，１１

６万２，９０３円の減収、支出では営業費用などで２億４９６万２，７５９円の

不用額を生じました。 

資本的収支では、収入は企業債借入れの減などにより２億９，８９４万２，９

２６円の減収となり、支出では建設改良費などで１億７，８９９万４，５８５円

の不用額を生じました。 

なお、当年度未処分利益剰余金１０億６０１万１，５７８円のうち、４億９，

５９５万８，８７５円につきましては、自己資本金として処分し、５億１，００

５万２，７０３円につきましては、減債積立金として処分する予定であります。 

産業廃棄物等処分事業につきましては、予算額に対し、収益的収支では、収入は

産業廃棄物等処分手数料などの増から４，９４３万６，６７４円の増収となり、支

出では維持管理費などで８４５万４，５２２円の不用額を生じました。 

資本的収支では、一般会計長期貸付金の償還により１億１千万円の収入が生じ

ました。 

なお、当年度未処分利益剰余金１億６，８７０万７，１９６円につきましては、

全額を利益積立金として処分する予定であります。 

簡易水道事業につきましては、予算額に対し、収益的収支では、収入は、他会
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計補助金の減などにより３８７万６，０９９円の減収となり、支出では営業費用

などで３５３万９，７０１円の不用額を生じました。 

資本的収支では、収入は企業債借入れの減などにより５５０万５，５４５円の

減収となり、支出では建設改良費などで６０９万９，１７８円の不用額を生じま

した。 

なお、当年度純損失１３４万２，２４０円につきましては、繰越欠損金として

処理する予定です。 

続きまして、議案第２１号から議案第３３号までについて説明申し上げます。 

議案第２１号 職員の分限についての手続及び効果に関する条例等の一部を改

正する条例案につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正に伴

い、成年被後見人等に係る規定の改正を行うとともに、所要の改正を行うもので

あります。 

議案第２２号 資金基金条例の一部を改正する条例案につきましては、森林環

境譲与税の創設に伴い、当該譲与税を財源とした森林整備等を行うための事業の

資金とする目的で、森林環境整備事業資金基金を設置するものであります。 

議案第２３号 手数料条例の一部を改正する条例案につきましては、建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、複数の建築物に対す

る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る申請手数料を設けるとともに、

所要の改正を行うものであります。 

議案第２４号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案につ

きましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資金

の貸付けに係る償還免除の対象範囲の拡大等を行うとともに、所要の改正を行う

ものであります。 

議案第２５号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案につきましては、基準内閣府令の一部改

正に伴い、食事の提供に要する費用の取扱いの変更等に関する規定を基準内閣府

令のとおり適用するものであります。 
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議案第２６号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例案につきましては、基準省令の一部改正に伴い、連携施設の

確保に関する経過措置の延長等に関する規定を基準省令のとおり適用するもので

あります。 

議案第２７号 児童福祉施設条例の一部を改正する条例案につきましては、子

ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、保育料が一部無償化されることか

ら、保育料に含まれていた副食費を新たに徴収するとともに、所要の改正を行う

ものであります。 

議案第２８号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例案につきましては、

建築基準法の一部改正等に伴い、新設された興行場等について、客席部の構造な

どの制限を緩和する規定を新設するとともに、所要の改正を行うものであります。 

議案第２９号 下水道条例の一部を改正する条例案につきましては、成年被後

見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律による水道法の一部改正に準じ、申請者が成年被後見人等である場合に指定

工事店の指定をしてはならないとする規定を削除するとともに、所要の改正を行

うものであります。 

議案第３０号 消防団条例の一部を改正する条例案につきましては、成年被後

見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律による地方公務員法の一部改正に準じ、成年被後見人等を消防団員として任

用することができないとする規定を削除するとともに、所要の改正を行うもので

あります。 

議案第３１号 火災予防条例の一部を改正する条例案につきましては、消防法

施行令等の一部改正により消火器を設置すべき範囲が拡大されたことに伴い、従

前からの条例による義務付けの範囲を維持しつつ、政令等との整合性を図るとと

もに、所要の改正を行うものであります。 

議案第３２号 消防手数料条例の一部を改正する条例案につきましては、地方

公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、貯蔵所の設置の許可の

申請に対する審査の手数料を改定するものであります。 
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議案第３３号 損害賠償額の決定につきましては、平成３０年７月７日に発生

した小樽港における多目的荷役機械の故障に係る損害賠償について、その賠償額

を決定するものであります。 

最後に、専決処分報告についてでありますが、報告第１号につきまして、北照

高等学校野球部の全国高等学校野球選手権大会への出場決定に伴い、遠征経費等

の一部を助成するほか、１０月から低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品

券の販売を開始するに当たり、商品券換金業務に係る契約を早急に締結する必要

があり、また、年度内に事業が完了しない見込みとなったことから、予算の一部

について繰越明許費を計上するとともに、総合体育館の煙突内部において、アス

ベストを含有する断熱材の一部劣化が見られたことから、アスベストの除去等の

対策工事を早急に実施するため、一般会計の補正予算について令和元年８月１日

に専決処分したものであります。 

 以上、概括的に説明申し上げましたが、何とぞ原案どおり御可決、御認定、御

承認賜りますようお願い申し上げます。 


